
�愛媛県規則第６５号
愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する

規則

愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４０年愛媛県規則

第１９号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１３号中「児童扶養資金」を「特例児童扶養

資金」に、「母子及び寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２

２４号。以下「令」という。）第２条第１項第７号」を「児童

扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改

正する政令（平成１４年政令第２０７号。以下「改正令」という

。）附則第４条第１項各号」に改める。

第７条第２項中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」

に改める。

第８条第１項中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」

に、「令」を「母子及び寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第

２２４号。以下「令」という。）」に、「、第７号又は第１２号

」を「若しくは第７号又は改正令附則第４条第２項」に改め

る。

第１０条中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」に、「

貸付を」を「貸付けを」に改める。

第１２条第２項中「令第７条第６項」を「改正令附則第４条

第５項」に、「母子福祉資金（児童扶養資金）据置期間延長

申請書」を「母子福祉資金（特例児童扶養資金）据置期間延

長申請書」に改め、「（据置期間の最終日の翌日が１月から

７月までの間の場合にあつては、前々年及び前々々年）」を

削る。

第１４条中「又は第１２条」を「若しくは第１２条又は改正令附

則第４条第６項」に改める。

第１７条第１項中「第１８条」の下に「若しくは改正令附則第

４条第８項」を加える。

第１８条第４号中「貸付」を「貸付け」に改め、「事由」の

下に「又は改正令附則第４条第６項に規定する貸付けを将来

に向かつて行わないものとするべき事由」を加え、同条第５

号を次のように改める。

� 母子福祉資金のうち、特例児童扶養資金の貸付けを受

けている者の改正令附則第４条第１項第１号又は第２号

の児童扶養手当の額に変更が生じ、特例児童扶養資金の

貸付条件に変動が生じたとき。児童扶養手当額変更届（

様式第３０号の２）

第２４条第１項中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」

に改める。

様式第１号（その１）（様式第１号（その１）の裏面）記

載上の注意３中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」に

改め、同様式（その１）（様式第１号（その１）の裏面）記

載上の注意９�中「児童扶養資金」を「特例児童扶養資金」
に、「母子及び寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）

第２条第１項第７号」を「児童扶養手当法施行令及び母子及

び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令（平成１４年政令第

２０７号）附則第４条第１項各号」に改める。

様式第１５号の２中「母子福祉資金（児童扶養資金）据置期

間延長申請書」を「母子福祉資金（特例児童扶養資金）据置

期間延長申請書」に、「うえ」を「上」に改め、同様式注中

「（据置期間の最終日の翌日が１月から７月までの間の場合

にあつては、前々年及び前々々年）」を削る。

様式第３０号の２を次のように改める。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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様式第３０号の２（第１８条関係） 児童扶養手当額変更届

児 童 扶 養 手 当 額 変 更 届

年 月 日

愛媛県知事 殿

住所

借受者

氏名 �

資 金 の 種 別 特例児童扶養資金 決定番号 第 号

児 童 扶 養 手 当 の 額

変 更 前 円

変 更 後 円

児童扶養手当の額の変更月 年 月分から

備 考

注 児童扶養手当額の変更を証する書類を添付のこと。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定は、

平成１４年８月１日以後の申請に係る貸付金の貸付けについ

て適用し、同日前の申請に係る貸付金の貸付けについては

、なお従前の例による。

３ この規則施行の際現にある改正前の愛媛県母子及び寡婦

福祉法施行細則様式第１号（その１）及び様式第１５号の２

の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使

用することができる。


	
	
	

�愛媛県規則第６６号
愛媛県身体障害者福祉法施行細則等の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県身体障害者福祉法施行細則等の一部を改正する

規則

（愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県

規則第２４号）の一部を次のように改正する。

第１６条中「第１８条第４項第３号」を「第１７条の３第１項

の規定によるあつせん、調整若しくは要請又は法第１８条第

３項」に改める。

第１７条から第２１条までを次のように改める。

（指定居宅支援事業者等の指定申請書）

第１７条 施行規則第１１条から第１１条の３まで及び第１１条の

５に規定する申請書は、様式第１６による指定居宅支援事

業者（指定身体障害者更生施設等）指定申請書とする。

（指定居宅支援事業者等の届出）

第１８条 施行規則第１１条の４第１項及び第１１条の６の規定

による届出は様式第１７による指定居宅支援事業者（指定

身体障害者更生施設等）変更届出書により、施行規則第

１１条の４第３項の規定による届出は様式第１８による指定

居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書によるものと

する。

（指定身体障害者更生施設等の指定辞退の申出）

第１９条 法第１７条の２９の規定により指定を辞退しようとす

る指定身体障害者更生施設等の設置者は、様式第１９によ

る指定身体障害者更生施設等指定辞退申出書により、知

事に申し出なければならない。

（指定居宅支援事業者等に関する公示）

第２０条 法第１７条の２３又は第１７条の３１の規定による公示は

、これらの条に定めるもののほか、法第１７条の２３各号又

は第１７条の３１各号の措置に係る指定居宅支援事業者又は

指定身体障害者更生施設等に関する次に掲げる事項につ

いて行うものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等

の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名

� サービスの種類

� 指定居宅支援事業所又は指定身体障害者更生施設等

の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消し若しくは辞退に係る年

月日

（指定居宅支援事業者等に関する市町村等への情報提供

）

第２１条 知事は、法第２章第２節の規定による指定若しく

は届出の受理又は第１９条の規定による指定の辞退の申出

の受理（以下この条において「指定等」という。）をし

たときは、市町村その他知事が必要と認める者に対して

、当該指定等に係る指定居宅支援事業者又は指定身体障

害者更生施設等に関する次に掲げる事項の全部又は一部

の情報を提供するものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等

の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名及び住所

� 指定居宅支援事業所又は指定身体障害者更生施設等

の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消し若しくは辞退に係る年

月日

� 事業開始年月日

� 運営規程

第２１条の次に次の１条を加える。

（委任）

第２１条の２ 第１７条から前条までに定めるもののほか、指

定居宅支援事業者又は指定身体障害者更生施設等の指定

等に関し必要な事項は、知事が定める。

様式第１６から様式第２４までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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様式第１６（第１７条関係） 指定居宅支援事業者（指定身体障害者更生施設等）指定申請書

※ 受付番号

指定居宅支援事業者（指定身体障害者更生施設等）指定申請書

年 月 日
愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
申請者（設置者）名 称

代 表 者 の 氏 名 �

※事業所（施設）所在地市町村番号

申

請

者
（

設

置

者

）

フ リ ガ ナ

名 称

主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
法 人 の 種 別 法人所轄庁
連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号
代 表 者 の 職 名
及 び 氏 名

職 名
フ リ ガ ナ
氏 名

代 表 者 の 住 所
（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事 業 所 又 は
施 設 の 所 在 地

（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
連 絡 先 代表電話番号

同一所在地において行う
事 業 等 の 種 類

実施
事業

指 定 申 請 を す る
事業等の事業開始
予 定 年 月 日

既に指定を受けて
い る 事 業 等 の
指 定 年 月 日

指 定 に 係 る
審 査 事 項

居
宅
支
援

身体障害者居 宅 介 護 別紙１のとおり。

身体障害者デイサービス 別紙２のとおり。

身体障害者短 期 入 所 別紙３のとおり。

施
設
支
援

身体障害者更 生 施 設 別紙４のとおり。

身体障害者療 護 施 設 別紙５のとおり。

特定身体障害者授産施設 別紙６のとおり。
事業者番号
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ ※印の欄は、記入しないこと。
４ この申請書は、事業所又は施設の所在地ごとに記入すること。
５ 「法人の種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社等の別を記入
すること。
６ 「法人所轄庁」の欄は、申請者又は設置者が許可、認可等を受けた法人の場合にあつては、当該許可、認可
等を行つた官公署の名称を記入すること。
７ 「実施事業」の欄は、今回指定の申請をしようとする事業及び既に指定を受けている事業について、該当す
る欄に○を記入すること。
８ 「事業者番号」の欄は、既に指定を受けている場合に記入すること。
９ 同一所在地において行う事業等で他の法律において既に指定を受けているものがある場合は、その種類等を
記載した書類を添付すること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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別紙１ 居宅介護事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該居宅介護事業所で兼務する他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

サ ー ビ ス 提 供
責 任 者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
居宅介護事業従業者 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間

平 日 時 分から 時 分まで
（備考）

土 曜 時 分から 時 分まで

日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

事 業 内 容 □身体介護 □家事援助 □外出時における介護 □その他（ ）

利 用 料

その他の費用

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

その他参考と
な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所がある場合にあつては、当該事
業所の一部として使用される事務所のサービス提供に当たる居宅介護事業従業者の員数を別葉に記載して添付
すること。
６ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
７ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
８ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図
� 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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別紙２ デイサービス事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該デイサービス事業所で兼務する他の職務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

単位別従業者の職種及び員数
指導員 介護職員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間
平 日 時 分から 時 分まで （備考）

土 曜 時 分から 時 分まで
日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

利 用 料

その他の費用

事 業 内 容 □基本事業� □基本事業� □給食サービス □入浴サービス □送迎サービス

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所内で複数の単位のデイサービス事業を実施する場合にあつては、２単位目以降に係る単位別従業
者の職種及び員数、利用定員等を別葉に記載して添付すること。
６ 「その他の費用」の欄は、入浴に係る光熱水費、食材料費、創作的活動に係る材料費等について記入するこ
と。
７ 「事業内容」の欄において、基本事業�と基本事業�の違いは、次のとおりであること。

基本事業� 提供するサービス内容が、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、レクリエーション、
更生相談、創作的活動等の全般的支援を行うもの

基本事業� 提供するサービス内容が、専ら創作的活動を行うもの
８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
９ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類
� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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別紙３ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地 （郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当 該 短 期 入 所 事 業 所 で 兼 務 す る 他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

事 業 所 の 種 別 □空床型 □併設型
本体施設の種別、名称及び定員 種 別 名 称 定 員 人
併 設 事 業 所 の 利 用 定 員 人 短期入所利用者数 人

本体施設の前年度平均入所者数
空 床 型 の 場 合 人
併 設 型 の 場 合 人

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 理学療法士 作業療法士

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
心理判定員 職能判定員 あん摩マッサージ指圧師 職業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
生活支援員 聴能訓練師 栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人
短 期 入 所 の 内 容 □宿泊を伴うもの □日中受入れ
利 用 料
そ の 他 の 費 用

通 常 の 送 迎 の
実 施 地 域

� � � � �
（備考）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「事業所の種別」の欄において、「空床型」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条の２
第４項に規定する施設であつて、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して短期入所の事
業を行う場合をいい、「併設型」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運
営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第７８号）第６５条第１項に規定する併設事業所として事業を行う場合を
いう。
６ 「短期入所利用者数」の欄は、当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数を記入すること。
７ 「その他の従業者」がある場合には、その職種及びその員数を別葉に記載して添付すること。
８ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
９ 「通常の送迎の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、併設本体施
設の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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別紙４ 身体障害者更生施設の指定に係る審査事項

（その１）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

施 設 の 種 別
□肢体不自由者更生施設 □視覚障害者更生施設
□聴覚・言語障害者更生施設 □内部障害者更生施設

併設する 施 設
名 称
概 要

当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号
短期入所事業の実施の有無 □有 □無

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 理学療法士 作業療法士

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
心理判定員 職能判定員 あん摩マッサージ指圧師 職業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
生活支援員 聴能訓練師 栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居
室
１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

廊 下 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類
� 入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合にあつては、別紙４（その２）

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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（その２）入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
保健師又は看護師 理学療法士 作業療法士 心理判定員
専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
職能判定員 あん摩マッサージ指圧師 職業指導員 生活支援員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
聴能訓練師 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２３



別紙５ 身体障害者療護施設の指定に係る審査事項

（その１）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

併設する 施 設
名 称
概 要

当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号
短期入所事業の実施の有無 □有 □無

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 看護師 介護職員 理学療法士

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
作業療法士 生活支援員 栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居
室
１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

廊 下 廊 下 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２４



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類
� 入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合にあつては、別紙５（その２）

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２５



（その２）入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 看護師 介護職員 理学療法士

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
作業療法士 生活支援員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２６



別紙６ 特定身体障害者授産施設の指定に係る審査事項

（その１）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

施 設 の 種 別 □身体障害者入所授産施設 □身体障害者通所授産施設

併設する 施 設
名 称
概 要

当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号
短期入所事業の実施の有無 □有 □無

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 看護師 職業指導員 生活支援員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居
室
１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

作業室又は
作 業 場

１ 人 当 た り の
最 小 床 面 積 平方メートル 平方メートル以上

廊 下 廊 下 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２７



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類
� 入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合にあつては、別紙６（その２）
� 分場（指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第７９号）第５１条第１
項に規定する分場をいう。）を設置する場合にあつては、別紙６（その３）

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２８



（その２）入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
看護師 職業指導員 生活支援員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１２９



（その３）分場を設置する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
職業指導員 生活支援員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
作業室又は
作 業 場

１ 人 当 た り の
最 小 床 面 積 平方メートル 平方メートル以上

廊 下 廊 下 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協力医療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３０



様式第１７（第１８条関係） 指定居宅支援事業者（指定身体障害者更生施設等）変更届出書

指定居宅支援事業者（指定身体障害者更生施設等）変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者（設置者）名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事 業 者 番 号

指 定 内 容 を 変 更 し た
事 業 所 又 は 施 設

名 称

所 在 地

サービスの種類

変 更 が あ つ た 事 項
変 更 の 内 容
変 更 前 変 更 後

１ 事 業 所 （ 施 設 ） の 名 称
２ 事 業 所 （ 施 設 ） の 所 在 地
３ 申 請 者 （ 設 置 者 ） の 名 称
４ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
５ 代 表 者 の 氏 名 及 び 住 所
６ 申 請 に 係 る 事 業 の 開 始 の 予 定 年 月 日

７
申 請 者 の 定 款 、 寄 附 行 為 等 及 び
そ の 登 記 簿 の 謄 本 又 は 条 例 等

８ 事 業 所 の 平 面 図
９ 建 物 の 構 造 概 要 （ 平 面 図 を 含 む 。 ）
１０ 設 備 の 概 要
１１ 事業所（施設）の管理者の氏名、経歴及び住所
１２ サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
１３ 運 営 規 程

１４
協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力
医 療 機 関 と の 契 約 の 内 容

１５ 事業所の種別（空床型又は併設型の別）

１６
併設型における事業の開始時の利用者の推定数又
は空床型における当該施設の入所者の定員

１７
居 宅 生 活 支 援 費 （ 施 設 訓 練 等 支 援 費 ）
の 請 求 に 関 す る 事 項

１８ 併 設 す る 施 設 の 概 要
変 更 年 月 日 年 月 日
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 該当する項目の番号に○を付すこと。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 次に掲げる書類を添付すること。
� 変更前と変更後の記載を明らかにした書類
 指定居宅支援事業者が行う身体障害者デイサービス又は身体障害者短期入所の利用者の定員
の増加に伴う場合にあつては、それぞれ当該身体障害者居宅支援に係る事業者の勤務の体制及
び勤務形態を記載した書類

６ 変更の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３１



様式第１８（第１８条関係） 指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事業者番号

事 業 所
名 称

所 在 地

廃止、休止又は再開の別 □休止 □廃止 □再開

廃 止 し 、 休 止 し 、 又 は
再 開 し た 年 月 日

年 月 日

廃止し、又は休止した理由

現に指定居宅支援を受けてい
た 者 に 対 す る 措 置
（廃止し、又は休止した場合
にのみ記入すること。）

休 止 の 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 廃止、休止又は再開の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３２



様式第１９（第１９条関係） 指定身体障害者更生施設等指定辞退申出書

指定身体障害者更生施設等指定辞退申出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
設置者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事業者番号

施 設

名 称

所 在 地

指 定 を 受 け た 年 月 日 年 月 日

指 定 を 辞 退 す る 年 月 日 年 月 日

指 定 を 辞 退 す る 理 由

現 に 施 設 に 入 所 し て

い る 者 に 対 す る 措 置

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
３ 指定を辞退する日の３月前までに申し出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３３



様式第２０から様式第２４まで 削除

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第２条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）

の一部を次のように改正する。

第１条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第

３号から第９号までを１号ずつ繰り上げ、同項第１０号中「

第５号」を「第４号」に改め、同号を同項第９号とし、同

項中第１１号から第１６号までを１号ずつ繰り上げる。

第８条から第１６条までを次のように改める。

（指定居宅支援事業者指定申請書）

第８条 施行規則第２１条の１４から第２１条の１６までに規定す

る申請書は、指定居宅支援事業者指定申請書（様式第１２

号）によるものとする。

（指定居宅支援事業者の届出事項の様式）

第９条 施行規則第２１条の１７第１項の規定による届出は指

定居宅支援事業者変更届出書（様式第１３号）により、同

条第３項の規定による届出は指定居宅支援事業者廃止（

休止・再開）届出書（様式第１４号）によるものとする。

（指定居宅支援事業者に関する公示）

第１０条 法第２１条の２３の規定による公示は、同条に定める

もののほか、同条各号の措置に係る指定居宅支援事業者

に関する次に掲げる事項について行うものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者の名称及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名

� サービスの種類

� 指定居宅支援事業所の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消しに係る年月日

（指定居宅支援事業者に関する市町村等への情報提供）

第１１条 知事は、法第２１条の１０第１項の規定による指定又

は法第２１条の２０の規定による届出の受理（以下この条に

おいて「指定等」という。）をしたときは、市町村その

他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る指

定居宅支援事業者に関する次に掲げる事項の全部又は一

部の情報を提供するものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者の名称及び主たる事務所の所在

地並びに代表者の氏名及び住所

� 指定居宅支援事業所の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消しに係る年月日

� 事業開始年月日

� 運営規程

（委任）

第１２条 第８条から前条までに定めるもののほか、指定居

宅支援事業者の指定等に関し必要な事項は、知事が定め

る。

第１３条から第１６条まで 削除

第２１条第１項中「第９条の６」を「第９条の８」に改め

る。

第２５条中「第９条の５」を「第９条の７」に改める。

様式第１２号から様式第１７号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３４



様式第１２号（第８条関係） 指定居宅支援事業者指定申請書

※ 受付番号

指定居宅支援事業者指定申請書

年 月 日
愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
申請者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

※ 事 業 所 所 在 地 市 町 村 番 号

申

請

者

フ リ ガ ナ

名 称

主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
法 人 の 種 別 法人所轄庁
連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号
代 表 者 の 職 名
及 び 氏 名

職 名
フ リ ガ ナ
氏 名

代 表 者 の 住 所
（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事 業 所 の 所 在 地
（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
連 絡 先 代表電話番号

同 一 所 在地において行う
事 業 の 種 類

実施
事業

指 定 申 請 を す る
事 業 の 事 業 開 始
予 定 年 月 日

既に指定を受けて
い る 事 業 の
指 定 年 月 日

指 定 に 係 る
審 査 事 項

居
宅
支
援

児 童 居 宅 介 護 別紙１のとおり。

児 童 デ イ サ ー ビ ス 別紙２のとおり。

児 童 短 期 入 所 別紙３のとおり。

事業者番号
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ ※印の欄は、記入しないこと。
４ この申請書は、事業所の所在地ごとに記入すること。
５ 「法人の種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社等の別を記入
すること。
６ 「法人所轄庁」の欄は、申請者が許可、認可等を受けた法人の場合にあつては、当該許可、認可等を行つた
官公署の名称を記入すること。
７ 「実施事業」の欄は、今回指定の申請をしようとする事業及び既に指定を受けている事業について、該当す
る欄に○を記入すること。
８ 「事業者番号」の欄は、既に指定を受けている場合に記入すること。
９ 同一所在地において行う事業等で他の法律において既に指定を受けているものがある場合は、その種類等を
記載した書類を添付すること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３５



別紙１ 居宅介護事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該居宅介護事業所で兼務する他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）

同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

サ ー ビ ス 提 供
責 任 者

フリガナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
居宅介護事業従業者 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間

平 日 時 分から 時 分まで
（備考）

土 曜 時 分から 時 分まで

日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

事 業 内 容 □身体介護 □家事援助 □外出時における介護 □その他（ ）

利 用 料

その他の費用

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３６



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所がある場合にあつては、当該事
業所の一部として使用される事務所のサービス提供に当たる居宅介護事業従業者の員数を別葉に記載して添付
すること。
６ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
７ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
８ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図
� 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３７



別紙２ デイサービス事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該デイサービス事業所で兼務する他の職務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）

同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

単位別従業者の職種及び員数
指導員 保育士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間

平 日 時 分から 時 分まで （備考）

土 曜 時 分から 時 分まで

日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

利 用 料

その他の費用

事 業 内 容 □給食サービス □入浴サービス □送迎サービス

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３８



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所内で複数の単位のデイサービス事業を実施する場合にあつては、２単位目以降に係る単位別従業
者の職種及び員数、利用定員等を別葉に記載して添付すること。
６ 「その他の費用」の欄は、入浴に係る光熱水費、食材料費、創作的活動に係る材料費等について記入するこ
と。
７ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
８ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類
� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１３９



別紙３ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該短期入所事業所で兼務する他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

事 業 所 の 種 別 □空床型 □併設型
本体施設の種別、名称及び定員 種 別 名 称 定 員 人
併 設 事 業 所 の 利 用 定 員 人 短期入所利用者数 人

本体施設の前年度平均入所者数
空 床 型 の 場 合 人
併 設 型 の 場 合 人

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人
短 期 入 所 の 内 容 □宿泊を伴うもの □日中受入れ
利 用 料
そ の 他 の 費 用

通 常 の 送 迎 の
実 施 地 域

� � � � �
（備考）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４０



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「事業所の種別」の欄において、「空床型」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第４項
に規定する施設であつて、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して短期入所の事業を行
う場合をいい、「併設型」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基
準（平成１４年厚生労働省令第８２号）第６５条第１項に規定する併設事業所として事業を行う場合をいう。

６ 「短期入所利用者数」の欄は、当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数を記入すること。
７ 「その他の従業者」がある場合には、その職種及びその員数を別葉に記載して添付すること。
８ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
９ 「通常の送迎の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、併設本体施
設の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４１



様式第１３号（第９条関係） 指定居宅支援事業者変更届出書

指定居宅支援事業者変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事 業 者 番 号

指定内容を変更した事業所

名 称

所 在 地

サービスの種類

変 更 が あ つ た 事 項
変 更 の 内 容
変 更 前 変 更 後

１ 事 業 所 の 名 称
２ 事 業 所 の 所 在 地
３ 申 請 者 の 名 称
４ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
５ 代 表 者 の 氏 名 及 び 住 所
６ 申 請 に 係 る 事 業 の 開 始 の 予 定 年 月 日

７
申 請 者 の 定 款 、 寄 附 行 為 等 及 び
そ の 登 記 簿 の 謄 本 又 は 条 例 等

８ 事 業 所 の 平 面 図
９ 建 物 の 構 造 概 要 （ 平 面 図 を 含 む 。 ）
１０設 備 の 概 要
１１事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
１２サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
１３運 営 規 程

１４
協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力
医 療 機 関 と の 契 約 の 内 容

１５事業所の種別（空床型又は併設型の別）

１６
併設型における事業の開始時の利用者の推定数又
は空床型における当該施設の入所者の定員

１７居 宅 生 活 支 援 費 の 請 求 に 関 す る 事 項
変 更 年 月 日 年 月 日
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 該当する項目の番号に○を付すこと。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 次に掲げる書類を添付すること。
� 変更前と変更後の記載を明らかにした書類
 指定居宅支援事業者が行う児童デイサービス又は児童短期入所の利用者の定員の増加に伴う
場合にあつては、それぞれ当該児童居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載し
た書類

６ 変更の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４２



様式第１４号（第９条関係） 指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事業者番号

事 業 所

名 称

所 在 地

廃止、休止又は再開の別 □休止 □廃止 □再開

廃 止 し 、 休 止 し 、 又 は
再 開 し た 年 月 日

年 月 日

廃止し、又は休止した理由

現に指定居宅支援を受けてい
た 者 に 対 す る 措 置
（廃止し、又は休止した場合
にのみ記入すること。）

休 止 の 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 廃止、休止又は再開の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４３



様式第１５号から様式第１７号まで 削除

様式第１７号の２から様式第１７号の９までを削る。

（愛媛県知的障害者福祉法施行細則の一部改正）

第３条 愛媛県知的障害者福祉法施行細則（昭和３７年愛媛県

規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条及び第３条を次のように改める。

第２条及び第３条 削除

第４条中「第１条」を「第２条」に改める。

第５条から第１９条までを次のように改める。

（指定居宅支援事業者等の指定申請書）

第５条 知的障害者福祉法施行規則（昭和３５年厚生省令第

１６号。以下「施行規則」という。）第３２条から第３５条ま

で及び第３７条の申請書は、指定居宅支援事業者（指定知

的障害者更生施設等）指定申請書（様式第４号）による

ものとする。

（指定居宅支援事業者等の届出）

第６条 施行規則第３６条第１項及び第３８条の規定による届

出は指定居宅支援事業者（指定知的障害者更生施設等）

変更届出書（様式第５号）により、施行規則第３６条第３

項の規定による届出は指定居宅支援事業者廃止（休止・

再開）届出書（様式第６号）によるものとする。

（指定知的障害者更生施設等の指定辞退の申出）

第７条 法第１５条の２９の規定により指定を辞退しようとす

る指定知的障害者更生施設等の設置者は、指定知的障害

者更生施設等指定辞退申出書（様式第７号）により、知

事に申し出なければならない。

（指定居宅支援事業者等に関する公示）

第８条 法第１５条の２３又は第１５条の３１の規定による公示は

、これらの条に定めるもののほか、法第１５条の２３各号又

は第１５条の３１各号の措置に係る指定居宅支援事業者又は

指定知的障害者更生施設等に関する次に掲げる事項につ

いて行うものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者又は指定知的障害者更生施設等

の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名

� サービスの種類

� 指定居宅支援事業所又は指定知的障害者更生施設等

の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消し若しくは辞退に係る年

月日

（指定居宅支援事業者等に関する市町村等への情報提供

）

第９条 知事は、法第３章第２節の規定による指定若しく

は届出の受理又は第７条の規定による指定の辞退の申出

の受理（以下この条において「指定等」という。）をし

たときは、市町村その他知事が必要と認める者に対して

、当該指定等に係る指定居宅支援事業者又は指定知的障

害者更生施設等に関する次に掲げる事項の全部又は一部

の情報を提供するものとする。

� 事業者番号

 指定居宅支援事業者又は指定知的障害者更生施設等

の設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名及び住所

� 指定居宅支援事業所又は指定知的障害者更生施設等

の名称及び所在地

� 指定、届出又は指定の取消し若しくは辞退に係る年

月日

� 事業開始年月日

� 運営規程

（委任）

第１０条 第５条から前条までに定めるもののほか、指定居

宅支援事業者又は指定知的障害者更生施設等の指定等に

関し必要な事項は、知事が定める。

第１１条から第１９条まで 削除

第２０条中「様式第１４号の４」を「様式第１４号」に改める

。

第２１条中「様式第１４号の５」を「様式第１４号の２」に改

める。

第２２条中「様式第１４号の６」を「様式第１４号の３」に改

める。

第２５条を次のように改める。

第２５条 削除

第２６条中「第１９条第１項の援護施設の長及び知的障害者

の援護の委託を受けている援護施設」を「第１９条の規定に

より設置されている知的障害者援護施設」に改め、「（援

護の委託を受けている援護施設にあつては、委託を受けて

いる知的障害者）」を削る。

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。

様式第１号及び様式第２号 削除

様式第３号中「、第１７条、様式第１３号」を削り、
「地方

（市

局長
を
「福祉事務所長

に改める。
福祉事務所長）」 （町村長） 」

様式第３号の２から様式第３号の９までを削る。

様式第４号から様式第１３号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４４



様式第４号（第５条関係） 指定居宅支援事業者（指定知的障害者更生施設等）指定申請書

※ 受付番号

指定居宅支援事業者（指定知的障害者更生施設等）指定申請書

年 月 日
愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
申請者（設置者）名 称

代 表 者 の 氏 名 �

※事業所（施設）所在地市町村番号

申

請

者

（

設

置

者

）

フ リ ガ ナ

名 称

主 た る 事 務 所 の
所 在 地

（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
法 人 の 種 別 法人所轄庁
連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号
代 表 者 の 職 名
及 び 氏 名 職 名

フ リ ガ ナ
氏 名

代 表 者 の 住 所
（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
又
は
施
設
の
種
類

フ リ ガ ナ

名 称

事 業 所 又 は
施 設 の 所 在 地

（郵便番号 ― ）

（ビルの名称等）
連 絡 先 代表電話番号

同一所在地において行う
事 業 等 の 種 類

実施
事業

指定申請をする
事業等の事業開始
予 定 年 月 日

既に指定を受けて
い る 事 業 等 の
指 定 年 月 日

指 定 に 係 る
審 査 事 項

居
宅
支
援

知的障害者居宅介護 別紙１のとおり。

知的障害者デイサービス 別紙２のとおり。

知的障害者短期入所 別紙３のとおり。

知的障害者地域生活援助 別紙４のとおり。
施
設
支
援

知的障害者更生施設 別紙５のとおり。

特定知的障害者授産施設 別紙６のとおり。

知 的 障 害 者 通 勤 寮 別紙７のとおり。
事業者番号
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ 不要の文字は、抹消すること。
４ この申請書は、事業所又は施設の所在地ごとに記入すること。
５ 「法人の種別」の欄は、社会福祉法人、医療法人、社団法人、財団法人、株式会社、有限会社等の別を記入
すること。
６ 「法人所轄庁」の欄は、申請者又は設置者が許可、認可等を受けた法人の場合にあつては、当該許可、認可
等を行つた官公署の名称を記入すること。
７ 「実施事業」の欄は、今回指定の申請をしようとする事業及び既に指定を受けている事業について、該当す
る欄に○を記入すること。
８ 「事業者番号」の欄は、既に指定を受けている場合に記入すること。
９ 同一所在地において行う事業等で他の法律において既に指定を受けているものがある場合は、その種類等を
記載した書類を添付すること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４５



別紙１ 居宅介護事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直 通 連 絡 先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当 該 居 宅 介 護 事 業 所 で 兼 務 す る 他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）

同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

サ ー ビ ス 提 供
責 任 者

フリガナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
居宅介護事業従業者 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常 勤 換 算 後 の 人 数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間

平 日 時 分から 時 分まで
（備考）

土 曜 時 分から 時 分まで

日曜又は祝日 時 分から 時 分まで

事 業 内 容 □身体介護 □家事援助 □外出時における介護 □その他（ ）

利 用 料

その他の費用

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４６



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所がある場合にあつては、当該事
業所の一部として使用される事務所のサービス提供に当たる居宅介護事業従業者の員数を別葉に記載して添付
すること。
６ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
７ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
８ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図
� 事業所の管理者及びサービス提供責任者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４７



別紙２ デイサービス事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該デイサービス事業所で兼務する他の職務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）

同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

単位別従業者の職種及び員数
指導員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）

※基準上の必要人数（人）

※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人

営 業 日
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休 日

営 業 時 間

平 日 時 分から 時 分まで （備考）

土 曜 時 分から 時 分まで

日 曜 又 は 祝 日 時 分から 時 分まで

利 用 料

その他の費用

事 業 内 容 □給食サービス □入浴サービス □送迎サービス

通常の事業の
実 施 地 域

� � � � �

（備考）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４８



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 当該事業所内で複数の単位のデイサービス事業を実施する場合にあつては、２単位目以降に係る単位別従業
者の職種及び員数、利用定員等を別葉に記載して添付すること。
６ 「その他の費用」の欄は、入浴に係る光熱水費、食材料費、創作的活動に係る材料費等について記入するこ
と。
７ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。
８ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類
� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１４９



別紙３ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

※受付番号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該短期入所事業所で兼務する他 の 職 務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
同一敷地内の他の事業所又
は施設の従業者との兼務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

事 業 所 の 種 別 □空床型 □併設型
本体施設の種別、名称及び定員 種 別 名 称 定 員 人
併 設 事 業 所 の 利 用 定 員 人 短期入所利用者数 人

本体施設の前年度平均入所者数
空 床 型 の 場 合 人
併 設 型 の 場 合 人

当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

利 用 定 員 人
短 期 入 所 の 内 容 □宿泊を伴うもの □日中受入れ
利 用 料
そ の 他 の 費 用

通 常 の 送 迎 の
実 施 地 域

� � � � �
（備考）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「事業所の種別」の欄において、「空床型」とは、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第４条第４項
に規定する施設であつて、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して短期入所の事業を行
う場合をいい、「併設型」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関
する基準（平成１４年厚生労働省令第８０号）第６５条第１項に規定する併設事業所として事業を行う場合をいう。

６ 「短期入所利用者数」の欄は、当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数を記入すること。
７ 「その他の従業者」がある場合には、その職種及びその員数を別葉に記載して添付すること。
８ 「その他の費用」の欄は、利用者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入
すること。
９ 「通常の送迎の実施地域」の欄は、市町村名を記入することとし、当該区域の全部又は一部の別を記入する
こと。なお、一部の地域が実施地域である場合は、適宜地図を添付すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、併設本体施
設の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類
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別紙４ 地域生活援助事業者の指定に係る審査事項

※ 受 付 番 号

事
業
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直 通 連 絡 先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当該事業の実施に係る定款、寄附行為等の根拠条文 第 条第 項第 号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

当該地域生活援助事業所で兼務する他の職務
（ 兼 務 の 場 合 の み 記 入 す る こ と 。 ）
他の事業所又は施設の
従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

利 用 者 の 推 定 数 人
グループホームに供する建物形態
住 居 区 分 □一戸建て □アパート □マンション □その他（ ）
建 物 所 有 者 名

賃 貸 契 約 の 内 容

敷 金 礼 金 家賃（月額）

契 約 期 間

賃 貸 料 が な い 理 由

世
話
人

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名
電話番号

主
な
掲
示
事
項

居 室 数 室（うち個室 室）

利 用 料

その他の費用

知的障害者援護
施 設 等 と の
連 携 体 制

施設種別 名 称
（支援体制の概要）

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入居者が分担して負担することとなる家賃、光熱水費、食材料費、日用品費等に
ついて記入すること。
６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
� 事業所の管理者の経歴を記載した書類
� 運営規程
� 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項を記載した書類
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別紙５ 知的障害者更生施設の指定に係る審査事項

（その１）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

施 設 の 種 別 □知的障害者入所更生施設 □知的障害者通所更生施設

併 設 す る 施 設
名 称

概 要
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号
短期入所事業の実施の有無 □有 □無

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常 勤 換 算 後 の 人 数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常 勤 換 算 後 の 人 数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居
室

１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

廊
下

廊 下 幅 メートル メートル以上
中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
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注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。
６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類
� 入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合にあつては、別紙５（その２）
� 分場（指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第８１号）第６条第１
項に規定する分場をいう。）を設置する場合にあつては、別紙５（その３）
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（その２）入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員 その他の従業者
専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。
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（その３）分場を設置する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員 その他の従業者
専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準 上 の 必 要 数 値 ※ 適 合 の 可 否
廊
下
廊 下 幅 メートル メートル以上
中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。
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別紙６ 特定知的障害者授産施設の指定に係る審査事項

（その１）

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

施 設 の 種 別 □知的障害者入所授産施設 □知的障害者通所授産施設

併 設 す る 施 設
名 称

概 要
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号
短期入所事業の実施の有無 □有 □無

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常 勤 換 算 後 の 人 数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
栄養士 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常 勤 換 算 後 の 人 数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居
室

１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

廊
下

廊 下 幅 メートル メートル以上
中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１５７



注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。
６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類
� 入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合にあつては、別紙６（その２）
� 分場（指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第８１号）第４７条第１
項に規定する分場をいう。）を設置する場合は、別紙６（その３）

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１５８



（その２）入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員 その他の従業者
専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１５９



（その３）分場を設置する場合の審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号
当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
保健師又は看護師 生活支援員 作業指導員 その他の従業者
専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※ 基 準 上 の 必 要 数 値 ※ 適 合 の 可 否
廊
下

廊 下 幅 メートル メートル以上
中 廊 下 の 幅 メートル メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

そ の 他 参 考
と な る 事 項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担当者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１６０



別紙７ 知的障害者通勤寮の指定に係る審査事項

※受付番号

施

設

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地
（郵便番号 ― ）

直通連絡先 直通電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

フ リ ガ ナ
住 所

（郵便番号 ― ）

氏 名

同一敷地内の他の事業所又は
施 設 の 従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 の み
記 入 す る こ と 。 ）

事 業 所 等 の 名 称

兼務する職務及びその
職務に従事する時間等

併 設 す る 施 設
名 称
概 要

当 該 事 業 の 実 施 に 係 る 定 款 等 の 根 拠 条 文 第 条第 項第 号

従 業 者 の 職 種 及 び 員 数
医師 生活支援員 その他の従業者

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務
常 勤（人）
非 常 勤（人）
常勤換算後の人数（人）
※基準上の必要人数（人）
※適 合 の 可 否

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等 ※基準上の必要数値 ※ 適 合 の 可 否
居 １ 室 当 た り の 最 大 定 員 人 人以下
室 入所者１人当たりの最小床面積 平方メートル 平方メートル以上

主
な
掲
示
事
項

入 所 定 員 人

利 用 料

その他の費用

その他参考
となる事項

第三者評価の実施状況 □実施している □実施していない
苦情解決の措置の概要 窓口（連絡先） 担 当 者
そ の 他

協 力 医 療 機 関 名 称 診 療 科 名
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、記入しないこと。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別葉に記載して添付すること。
５ 「その他の費用」の欄は、入所者に直接金銭の負担を求める場合のサービス内容及びその費用について記入す
ること。
６ 次に掲げる書類を添付すること。
� 設置者の定款及びその登記簿の謄本又は条例等
 併設する施設がある場合にあつては、当該併設する施設の概要を記載した書類
� 運営規程
� 入所者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書類
� 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類
� 当該申請に係る事業に係る施設訓練等支援費の請求に関する事項を記載した書類

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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様式第５号（第６条関係） 指定居宅支援事業者（指定知的障害者更生施設等）変更届出書

指定居宅支援事業者（指定知的障害者更生施設等）変更届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者（設置者）名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事 業 者 番 号

指 定 内 容 を 変 更 し た
事 業 所 又 は 施 設

名 称

所 在 地

サービスの種類

変 更 が あ つ た 事 項
変 更 の 内 容
変 更 前 変 更 後

１ 事 業 所 （ 施 設 ） の 名 称
２ 事 業 所 （ 施 設 ） の 所 在 地
３ 申 請 者 （ 設 置 者 ） の 名 称
４ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地
５ 代 表 者 の 氏 名 及 び 住 所
６ 申 請 に 係 る 事 業 の 開 始 の 予 定 年 月 日

７
申 請 者 の 定 款 、 寄 附 行 為 等 及 び
そ の 登 記 簿 の 謄 本 又 は 条 例 等

８ 事 業 所 の 平 面 図
９ 建 物 の 構 造 概 要 （ 平 面 図 を 含 む 。 ）
１０ 設 備 の 概 要
１１ 事業所（施設）の管理者の氏名、経歴及び住所
１２ サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
１３ 運 営 規 程

１４
協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力
医 療 機 関 と の 契 約 の 内 容

１５ 事業所の種別（空床型又は併設型の別）

１６
併設型における事業の開始時の利用者の推定数又
は空床型における当該施設の入所者の定員

１７
居宅生活支援費（施設訓練等支援費）
の 請 求 に 関 す る 事 項

１８
知 的 障 害 者 援 護 施 設 等 と の 連 携 体 制
及 び 支 援 の 態 勢 の 概 要

１９ 併 設 す る 施 設 の 概 要
変 更 年 月 日 年 月 日
注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 該当する項目の番号に○を付すること。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 次に掲げる書類を添付すること。
� 変更前と変更後の記載を明らかにした書類
 指定居宅支援事業者が行う知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は知的障害者地
域生活援助の利用者の定員の増加に伴う場合にあつては、それぞれ当該知的障害者居宅支援に
係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類

６ 変更の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号
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様式第６号（第６条関係） 指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

指定居宅支援事業者廃止（休止・再開）届出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
事業者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事業者番号

事 業 所

名 称

所 在 地

廃止、休止又は再開の別 □休止 □廃止 □再開

廃 止 し 、 休 止 し 、 又 は
再 開 し た 年 月 日

年 月 日

廃止し、又は休止した理由

現に指定居宅支援を受けてい
た 者 に 対 す る 措 置
（廃止し、又は休止した場合
にのみ記入すること。）

休 止 の 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付すこと。
４ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
５ 廃止も休止又は再開の日から１０日以内に届け出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１６３



様式第７号（第７条関係） 指定知的障害者更生施設等指定辞退申出書

指定知的障害者更生施設等指定辞退申出書

年 月 日

愛媛県知事 殿

主たる事務所の所在地
設置者 名 称

代 表 者 の 氏 名 �

事業者番号

施 設

名 称

所 在 地

指 定 を 受 け た 年 月 日 年 月 日

指 定 を 辞 退 す る 年 月 日 年 月 日

指 定 を 辞 退 す る 理 由

現 に 施 設 に 入 所 し て

い る 者 に 対 す る 措 置

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ 記入欄が不足する場合は、別葉に記載して添付すること。
３ 指定を辞退する日の３月前までに申し出ること。

愛 媛 県 報平成１４年１０月１１日 第１３９８号

１１６４



様式第８号から様式第１３号まで 削除

様式第１３号の２から様式第１４号の３までを削り、様式第

１４号の４を様式第１４号とし、様式第１４号の５を様式第１４号

の２とし、様式第１４号の６を様式第１４号の３とする。

様式第１７号を次のように改める。

様式第１７号 削除

附 則

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第１６２９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び伊

予三島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛製紙株式会社

伊予三島市村松町３７０番地

代表取締役 井川 和永

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛製紙株式会社

伊予三島市村松町３７０番地

３ 特定施設に関する事項

１１号抄紙機

４ 汚水等の処理施設に関する事項
告 示

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。）別表第１第２３号 チ抄紙
施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５８トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着手後９ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

項 目 高濃度排水 低濃度排水

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～７．６

最大 ５．８～７．６

通常 ５．８～７．６

最大 ５．８～７．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５８０

最大 ６３０

通常 １５０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 １５０

最大 ２００

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １２

通常 ３

最大 ５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ３

最大 ４

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，３９３

最大 ７，３９３

通常 １，０００

最大 １，０５０

設 置 年 月 日 昭和４８年８月２１日

処 理 施 設 の 種 類 総合排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式
凝集加圧浮上・凝集沈殿＋標準活性汚
泥処理＋凝集加圧浮上・凝集沈殿＋二
層濾過方式

処 理 施 設 の 構 造 鋼鉄板、ステンレス鋼板、鉄筋コンク
リート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 加圧浮上：縦６．２１メートル 横１４．６５
メートル×２基
縦５．９５メートル 横１．５３５
メートル
直径５．８メートル 高さ２
．３メートル×３基

凝集沈殿槽：直径９．６６メートル 高さ
９．１４４メートル×２基

曝気槽：縦１８メートル 横３６メートル
高さ４メートル×２基
縦１６．６メートル 横１３．４メー
トル 高さ９．５メートル×２
基

沈殿槽：直径３２．６メートル 高さ３．５
メートル×２基
直径３１．４メートル 高さ３．３
メートル

濾過器：直径３．６メートル 高さ３．０５
メートル×５基
直径４．８５メートル 高さ４．５２
メートル×５基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２５，０００立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式
凝集加圧浮上・凝集沈殿＋標準活性汚
泥処理＋凝集加圧浮上・凝集沈殿＋二
層濾過方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～７．６

最大 ５．５～７．６

通常 ５．８～７．５

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７７６

最大 １，４００

通常 ５６．６

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６６６

最大 １，３００

通常 ２８．３

最大 ４１

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９２

最大 １７０

通常 ２．８

最大 ５
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

 �２排水口

� �５排水口


	
	
	

�愛媛県告示第１６３０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び伊予三島市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛製紙株式会社

伊予三島市村松町３７０番地

代表取締役 井川 和永

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛製紙株式会社

伊予三島市村松町３７０番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２３号 チ抄紙施設

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法等の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

総合排水処理施設

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ３

最大 ８

通常 ０．９４

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３，４２６

最大 ２６，０００

通常 ２２，０９５

最大 ２４，７０５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．３

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ７５

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５．８

最大 １９．５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～７．５

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５６．６

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．３

最大 ４１

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．８

最大 ５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 ０．９４

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２２，０９５

最大 ２４，７０５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ７５

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．３

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ８０

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 型 式 凝集加圧浮上・凝
集沈殿＋標準活性
汚泥処理＋凝集加
圧浮上＋二層濾過
方式

凝集加圧浮上・凝
集沈殿＋標準活性
汚泥処理＋凝集加
圧浮上・凝集沈殿
＋二層濾過方式

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００
立方メートル処理

１日当たり２５，０００
立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集加圧浮上・凝
集沈殿＋標準活性
汚泥処理＋凝集加
圧浮上＋二層濾過
方式

凝集加圧浮上・凝
集沈殿＋標準活性
汚泥処理＋凝集加
圧浮上・凝集沈殿
＋二層濾過方式

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８１２
最大
１，４００

通常
６０
最大
８０

通常
７７６
最大
１，４００

通常
５６．６
最大
８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
７０４
最大
１，３００

通常
３０
最大
４１

通常
６６６
最大
１，３００

通常
２８．３
最大
４１
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６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� �２排水口

 �１排水口、�５排水口
変更なし


	
	
	

�愛媛県告示第１６３１号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に

規定する平成１４年度の事業計画及び調査成果のシステム化の

実施のための同年度における事業計画を次のとおり定めた。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３２号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月

愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定

は、平成１４年９月２０日以降利子補給承認される農業近代化資

金について適用し、同日前に利子補給承認された農業近代化

資金については、なお従前の例による。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表第１号の項農業近代化資金の種類の欄を次のよ

うに改める。

１ 畜舎、果樹棚、農機具その他

の農作物の生産、流通又は加工

に必要な施設の改良、造成、復

旧又は取得に要する資金（農地

又は牧野の改良、造成、復旧又

は取得に要するものを除く。）

第２条の表第２号の項を削り、同表第３号の項農業近代化

資金の種類の欄中「、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパ

ラガス」を「その他の永年性植物」に改め、同項を同表第２

号の項とし、同表第４号の項同欄中「牛、馬、めん羊、山羊

若しくは豚」を「乳牛その他の家畜」に改め、「牛若しくは

豚の」及び「で農林水産大臣が指定するもの」を削り、同項

を同表第３号の項とし、同表第５号の項同欄中「又は造成に

必要な」を「、造成又は復旧に要する」に改め、同項を同表

第４号の項とし、同項の次に次のように加える。

５ 農業経営の規模の拡大、生産

方式の合理化、経営管理の合理

化、農業従事の態様の改善その

他の農業経営の改善に伴い要す

る資金で農林水産大臣が指定す

るもの

同上 同上 同上

第２条の表第６号の項農業近代化資金の種類の欄中「、農

業放送施設、水道施設、その他」を「その他の」に、「・造

成」を「、造成」に、「必要な資金」を「要する資金」に改

める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西条市橘土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
９１
最大
１７０

通常
３
最大
５

通常
９２
最大
１７０

通常
２．８
最大
５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常
３
最大
８

通常
１
最大
３

通常
３
最大
８

通常
０．９４
最大
３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２２，２１１
最大
２４，８００

通常
２０，８６０
最大
２３，４７０

通常
２３，４２６
最大
２６，０００

通常
２２，０９５
最大
２４，７０５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～７．５

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～７．５

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ８０

通常 ５６．６

最大 ８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４１

通常 ２８．３

最大 ４１

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３

最大 ５

通常 ２．８

最大 ５

全りん（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム
）

通常 １

最大 ３

通常 ０．９４

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，８６０

最大 ２３，４７０

通常 ２２，０９５

最大 ２４，７０５

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

伊予三島市
紙屋町・朝日 （平成１５年３月３１日ま

で）調 査 な し 地籍調査

豊岡の一部、村
松町 平成１５年３月３１日まで過年度数値情報化

北 条 市 北条地区 他 平成１５年３月３１日まで過年度数値情報化
野 村 町 貝吹地区 他 平成１５年３月３１日まで過年度数値情報化
松 野 町 富岡 他 平成１５年３月３１日まで過年度数値情報化
津 島 町 大字高田 他 平成１５年３月３１日まで過年度数値情報化

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 敏 夫 西条市西泉乙３６９番地３

〃 横 井 公 之 西条市楢木１６０番地

〃 藤 原 躾 雄 西条市西泉乙４１２番地

〃 岩 本 雄 一 西条市西田甲５３６番地
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退 任


	
	
	

�愛媛県告示第１６３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町志津川土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・垣ノ内地区）

の計画の変更を平成１４年１０月１日認可した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１６３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町下林下土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・仙幸寺

地区）の施行を平成１４年１０月１日認可した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１６３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町上村土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

竹ノ下地区）の施行を平成１４年１０月１日認可した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１６３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、重信町樋口土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

音井地区）の施行を平成１４年１０月１日認可した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１６３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、一本松町から協議のあった町営土地改良事業（

県単独補助土地改良事業（農道）・平串地区）の施行に平成

１４年１０月１日同意した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行


	
	
	

�愛媛県告示第１６４０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

西宇和郡伊方町豊之浦字ヨコミチ８７０の１（次の図に示

す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び伊方町

役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１６３９号
家畜商法（昭和２４年法律第２０８号）第７条第１項の規定により、平成１４年１０月１１日次の者の家畜商の免許を取り消した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 難波江 好 美 西条市楢木１４４番地４

〃 永 井 保 西条市野々市１２２番地

〃 工 藤 純 西条市坂元甲４０９番地

〃 佐 伯 一 男 西条市坂元甲３４７番地

〃 楠 學 西条市坂元甲３９番地

〃 石 川 薫 明 西条市洲之内甲４４４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 戸 田 静 雄 西条市禎瑞１７５２番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 高 橋 秀 信 西条市西泉乙１２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 敏 夫 西条市西泉乙３６９番地３

〃 横 井 公 之 西条市楢木１６０番地

〃 藤 原 躾 雄 西条市西泉乙４１２番地

〃 工 藤 純 西条市坂元甲４０９番地

〃 藤 原 源次郎 西条市楢木５６番地

〃 永 井 保 西条市野々市１２２番地

〃 楠 學 西条市坂元甲３９番地

〃 明 比 靖 西条市中野甲１６１２番地１

〃 細 川 正 史 西条市洲之内甲８６２番地

〃 瀬 尾 岳 久 西条市禎瑞７０８番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 高 橋 秀 信 西条市西泉乙１２６番地

登録番号 登 録 年 月 日 現 住 所 氏名（又は名称） 生年月日 又は設立
年月日 取消理由

第１２７９号 昭和４３年２月６日 大洲市市木１１１１番地 中 田 繁 實 昭和１６年８月２４日 申請による
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�愛媛県告示第１６４１号
加入区の設定及び廃止（平成１１年４月愛媛県告示第５００号

）の一部を次のように改正する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３中「、小割り式２年魚はまち養殖業」の下に「、小割り

式３年魚はまち養殖業」を加え、「又は小割り式ひらめ養殖

業」を「、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ

養殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すず

き養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚

ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式１年魚し

まあじ養殖業又は小割り式２年魚しまあじ養殖業」に改め、

３の表燧灘第１加入区の項摘要の欄、同表燧灘第１３加入区の

項同欄、同表燧灘第１７加入区の項同欄、同表燧灘第３７加入区

の項同欄、同表伊予灘第１加入区の項同欄、同表伊予灘第６

加入区の項同欄、同表宇和海第１１加入区の項同欄、同表宇和

海第１８加入区の項同欄、同表宇和海第２２加入区の項同欄、同

表宇和海第２６加入区の項同欄、同表宇和海第３５加入区の項同

欄、同表宇和海第４５加入区の項同欄、同表宇和海第４９加入区

の項同欄、同表宇和海第５３加入区の項同欄、同表宇和海第５７

加入区の項同欄、同表宇和海第５９加入区の項同欄、同表宇和

海第６７加入区の項同欄、同表宇和海第７３加入区の項同欄、同

表宇和海第８０加入区の項同欄、同表宇和海第８７加入区の項同

欄、同表宇和海第９３加入区の項同欄、同表宇和海第９６加入区

の項同欄、同表宇和海第１００加入区の項同欄、同表宇和海第

１０８加入区の項同欄及び同表宇和海第１１３加入区の項同欄中

「及び小割り式２年魚はまち養殖業」を「、小割り式２年魚

はまち養殖業及び小割り式３年魚はまち養殖業」に改め、同

表宇和海第１３３加入区の項同欄中「〃」を「小割り式１年魚

はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養殖業及び小割り式３

年魚はまち養殖業を除く。」に改め、同表宇和海第１３５加入

区の項同欄、同表宇和海第１３８加入区の項同欄、同表宇和海

第１４０加入区の項同欄、同表宇和海第１４４加入区の項同欄、

同表宇和海第１４８加入区の項同欄、同表宇和海第１６１加入区

の項同欄、同表宇和海第１６９加入区の項同欄及び同表宇和海

第１９１加入区の項同欄中「及び小割り式２年魚はまち養殖業

」を「、小割り式２年魚はまち養殖業及び小割り式３年魚は

まち養殖業」に改める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６４２号
加入区の設定（養殖共済）（平成１３年５月愛媛県告示第１０

６０号）の一部を次のように改正する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

「、小割り式２年魚はまち養殖業」の下に「、小割り式３

年魚はまち養殖業」を加え、「又は小割り式ひらめ養殖業」

を「、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖

業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき養

殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひら

まさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式１年魚しまあ

じ養殖業又は小割り式２年魚しまあじ養殖業」に改め、表宇

和海第１９７加入区の項摘要の欄及び同表宇和海第１９９加入区

の項同欄中「及び小割り式２年魚はまち養殖業」を「、小割

り式２年魚はまち養殖業及び小割り式３年魚はまち養殖業」

に改める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６４３号
加入区の設定（養殖共済）（平成１３年７月愛媛県告示第１２

９１号）の一部を次のように改正する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２中「小割り式２年魚はまち養殖業」の下に「、小割り式

３年魚はまち養殖業」を加え、「又は小割り式ひらめ養殖業

」を「、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養

殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき

養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひ

らまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式１年魚しま

あじ養殖業又は小割り式２年魚しまあじ養殖業」に改める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６４４号
加入区の設定（養殖共済）（平成１３年１２月愛媛県告示第２０

０９号）の一部を次のように改正する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１中「小割り式２年魚はまち養殖業」の下に「、小割り式

３年魚はまち養殖業」を加え、「又は小割り式ひらめ養殖業

」を「、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養

殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき

養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひ

らまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式１年魚しま

あじ養殖業又は小割り式２年魚しまあじ養殖業」に改める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６４５号
加入区の設定（養殖共済）（平成１４年８月愛媛県告示第１４

１７号）の一部を次のように改正する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１中「小割り式２年魚はまち養殖業」の下に「、小割り式

３年魚はまち養殖業」を加え、「又は小割り式ひらめ養殖業

」を「、小割り式３年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養

殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、小割り式２年魚すずき

養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひ

らまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式１年魚しま

あじ養殖業又は小割り式２年魚しまあじ養殖業」に改める。


	
	
	

�愛媛県告示第１６４６号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施

行令（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとお

り公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県西条地方局建設部に

備え置いて縦覧に供する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川渦井川水系浪多川
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２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１４年１０月１１日

３ 廃川敷地等の位置

西条市飯岡字北屋敷４１３８番１地先から同４１４０番１地先ま

で

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２６４．０３平方メートル


	
	
	

�愛媛県告示第１６４７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（世界測地系への移行に伴う基準

点改測作業）

２ 作業期間 平成１４年１０月２１日から

平成１５年３月２５日まで

３ 作業地域 伊予三島市

川之江市

北条市

今治市

越智郡 菊間町、大西町、玉川町

温泉郡 川内町、重信町

�愛媛県告示第１６４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６５０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１０月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡河辺村大字横山３７３番２から

同大字３４４番まで

旧 ４．６～１０．０ ０．２７３

新 １３．１～４６．９ ０．２７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡河辺村大字横山３７３番２から

同大字３４４番まで
平成１４年１０月１１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

西局建（開）第１９号

平成１４年９月２４日
西条市飯岡字北掘ノ内２２７１番３

温泉郡川内町大字南方５１３番地２
山 内 慶 祥
山 内 麻 紀 子

西局建（開）第２０号

平成１４年９月２７日

西条市新田字北新田１９９番１、２０１番１、２０２番の２、２０４番の２、２０
４番の３、２０５番の１、２０５番の３、２０５番の６、２０６番の４、２０９番３
、２１０番２、２１１番の１、２１１番６、２３２番の１、２３２番の２、２３３番１
、２３３番４、２３４番の１、２３４番７、２３４番８、２３５番、２３５番２、２３５
番３、２３６番１、２３６番４、２３６番５、２３６番６、２３６番７、２３７番１、
２３８番１、２３９番１、２３９番５、２３９番６、２７５番６、２７５番８、２８３番
の３、２８５番１、２８５番６、２８６番１、２８７番、２８８番１、２８８番の２、
２８９番、２８９番２及び２８９番３

松山市宮西一丁目２番１号
株式会社 フジ
代表取締役 時 任 紀 邦

宇局建（開）第１６号

平成１４年１０月３日

宇和島市丸穂字天満甲２４７番３、甲２４７番５、甲２４８番３並びに同市
丸穂字新田甲２７５番１、甲２７５番５、甲２７５番６、甲２７５番８、甲２７６
番１、甲２７６番１２、甲２８０番８、甲２８０番５、甲２８０番７、甲２８２番１、
甲２８２番３、甲２８２番４、甲２８２番５、甲３２７番１、甲３２７番３、甲３２７

宇和島市保田甲１３３２番２
福 本 豊（福本宅建商事）

宇和島市丸穂甲２４０番５
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�任免辞令
９月２８日

愛媛県技術吏員 伊賀上 英 志

死亡

１０月１日

小 谷 知 也

愛媛県事務吏員に任命する

行政職３級を命ずる

主事を命ずる

総務部市町村課勤務を命ずる


	
	
	

�公営企業任免辞令

９月３０日

愛媛県技術吏員 大 滝 吉 紀

同 岩 瀬 孝 志

同 岡 � 薫

同 森 本 尚 孝

同 山 内 史 絵

同 中 川 友 恵

同 本 宮 美 穂

願により本職を免ずる（各通）

愛媛県技術吏員 國 方 徹 也

同 清 水 秀 樹

同 蓮 井 康 弘

同 中 村 勝

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

１０月１日

梶 原 眞 人

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）５級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院小児科部長を命ずる

平 野 拓 志

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立伊予三島病院整形外科医長を命ずる

曽我部 昇

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立新居浜病院整形外科医長を命ずる

（県立中央病院） 山 口 朋 奈

（県立今治病院） 岡 本 健太郎

（県立伊予三島病院） 花 山 宜 久

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

岩 田 美 紀

森 岡 陽 子

河 野 美 晴

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる（各通）

番４、甲３２７番５、甲３２７番６、甲３２７番７、甲３２７番８、甲３２７番９、
甲３２７番１０、甲３２７番１１、甲３２７番１２、甲３２７番１３、甲３２７番１４、甲３２７
番１５、甲３２７番１６、甲３２７番１７、甲３２７番１８、甲３２７番１９、甲３２７番２０、
甲３２７番２１、甲３２７番２２、甲３２７番２３、甲３２７番２４、甲３２７番２５、甲３２８
番８、甲３２８番２、甲３２８番４、甲３２８番５、甲３２８番９、甲２７５番１
地先農道、甲２７６番１地先農道及び甲３２８番９地先水路

井 伊 岩 男

任 免 辞 令
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